
地方職員共済組合奈良県支部短期給付事業等におけるマイナンバー（個人番号） 

に関するお知らせ 

 

当支部では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

法律」に基づき、組合員及び被扶養者のマイナンバーを下記の目的及び事務の範囲に 

利用することをお知らせします。 

 

１ 利用目的 

 

特定個人情報等を取り扱う地方公務員等共

済組合法による短期給付事業等の対象とな

る組合員（任意継続組合員を含む。）及び被

扶養者（以下「組合員等」という。）に係る

もの 

（１）地方公務員等共済組合法（昭和３７

年法律第１５２号）による組合員若し

くはその被扶養者に係る申請等（申

請、届出又は申出をいう。以下この号

において同じ。）の受理、その申請等

に係る事実についての審査又はその申

請等に対する応答に関する事務（短期

給付事業等に係るものに限る。） 

（２）地方公務員等共済組合法第３９条の

組合員（次号において「組合員」とい

う。）の資格の得喪に関する事務（短

期給付事業等に係るものに限る。） 

（３）組合員に係る標準報酬の月額（地方

公務員等共済組合法第４３条第１項に

規定する標準報酬の月額をいう。）、

標準期末手当等の額（同法第４４条第

１項に規定する標準期末手当等の額を

いう。）又は組合員期間（同法第４０

条第１項に規定する組合員期間をい

う。）に関する事務（短期給付事業等

に係るものに限る。） 

（４）地方公務員等共済組合法第５３条第

１項又は第５４条の短期給付の支給に

関する事務 

（５）地方公務員等共済組合法第５７条の

２第１項の一部負担金に係る措置に関

する事務 

（６）地方公務員等共済組合法第１１２条

第１項（第１号の２から第３号までを

除く。）の福祉事業及び同法第１１２

条の２の特定健康診査等の実施に関す



る事務 

（７）地方公務員等共済組合法による掛金

に関する事務（短期給付事業等に係る

ものに限る。） 

（８）地方公務員等共済組合法第１４４条

の２第２項の任意継続組合員の掛金の

払込み又は同法第１４４条の２第３項

の任意継続組合員の掛金の前納に関す

る事務 

（９）地方公務員等共済組合法による組合

員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特

定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限

度額適用・標準負担額減額認定証、特別療

養証明書に関する事務 

 

 ２ 事務の範囲 

 

⑴ 個人番号取得事務 第３条に掲げる事務を行うために個人番号を取得する事務 

⑵ 個人番号入力事務 取得した個人番号をもとに個人番号を管理する個人番号管理シ

ステムへ入力する事務 

⑶ 加入者情報登録等事務 加入者情報（本部が支払基金の医療保険者等向け中間サー

バに登録した組合員等に係る個人番号、氏名、生年月日、性別、住所、被保険者証記号・

番号、資格取得日、資格喪失日等。以下同じ。）の登録結果について、個人番号管理シ

ステムで確認する事務 

⑷ 情報提供事務 本部が支払基金の医療保険者等向け中間サーバに登録した、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省

令で定める事務及び情報を定める命令（以下「命令」という。）に定める情報提供事務

の情報（命令第１条から第５条まで、第８条、第１０条の２、第１１条の２、第１２条

の３、第１５条、第１９条。第２０条、第２２条の２、第２４条の２、第２５条、第２

５条の２、第３１条の２、第３３条、第４１条の２、第４３条、第４４条、第４６条、

第４９条、第５３条、第５５条の２、第５９条の３に定める情報をいう。以下同じ。）

の登録結果について、個人番号管理システムで確認する事務 

⑸ 情報照会事務 地方公共団体の保有する、命令に定める情報照会事務の情報（命令第

３１条の２に定める情報をいう。以下同じ。）の取得を依頼し、取得した情報照会の情

報を個人番号管理システムで確認する事務 

⑹ 国民年金第三号被保険者関係届経由事務 被扶養者の認定を行った者に係る国民年

金第三号届を日本年金機構に提出する事務 

⑺ 特定個人情報等管理・保管事務 特定個人情報等を含む紙媒体又は電子データを漏

えい、滅失、き損がないよう安全に管理及び保管する事務 

⑻ 削除・廃棄事務 第12条⑼の実施時期を経過したことにより不要になった特定個人



情報等を安全に削除・廃棄する事務 

(9)個人番号管理システムの管理事務 特定個人情報等を取り扱う個人番号管理システ

ムの管理事務 

 

 


